
議員提出第１号議案 
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 東京都台東区議会議長  太 田 雅 久  殿 

 

（提案理由） 

 この案は、事務所費の支出に関する規定を整備し、政務活動費

の使途基準を明確にするため提出します。 

 

    



東京都台東区議会政務活動費の交付に関する条例の一部を  

改正する条例 

 

東京都台東区議会政務活動費の交付に関する条例（平成１３年

３月台東区条例第１号）の一部を次のように改正する。  

別表に次のように加える。  
事務所費 会派が行う調査研究活動の

ために必要な事務所の設置

に要する経費（事務所の賃

借料等） 

 

付 則  

この条例は、公布の日から施行する。  

 


